
【 資料２ 】

審査基準 個別審査基準 審査 配点

 ①　施設が所在する地区（以下「地区」という。）における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が２％未満である。  Ａ　①に該当する。 １５点

 ②　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が２％以上２．５％未満である。  Ｂ　②に該当する。 １０点

 ③　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が２．５％以上３％未満である。  Ｃ　③に該当する。 ５点

 ④　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が３％以上４％未満である。  Ｄ　④に該当する。 ３点

 ⑤　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が４％以上である。  Ｅ　⑤に該当する。 ０点

 ①　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が３０％未満である。  Ａ　①に該当する。 １５点

 ②　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が３０％以上５０％未満である。  Ｂ　②に該当する。 １０点

 ③　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が５０％以上８０％未満である。  Ｃ　③に該当する。 ５点

 ④　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が８０％以上１００％未満である。  Ｄ　④に該当する。 ３点

 ⑤　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が１００％である。  Ｅ　⑤に該当する。 ０点

 ①　施設整備済みである。  Ａ　①に該当する。 １０点

 ②　一部が施設整備済みである。  Ｂ　②に該当する。 ５点

 ③　今後整備する予定がある。  Ｃ　③に該当する。 ３点

 ④　整備する予定がない。  Ｄ　④に該当する。 ０点

 ①　旭川市保育士等研修事業の受託者が行う特別支援保育研修をすでに受講している。  Ａ　①に該当する。 １０点

 ②　旭川市保育士等研修事業の受託者が行う特別支援保育研修を受講していないが，事業開始までに受講する予定である。  Ｂ　②に該当する。 ５点

 ③　旭川市保育士等研修事業の受託者が行う特別支援保育研修を受講しておらず，事業開始後に受講する予定である。  Ｃ　③に該当する。 ３点

 ④　旭川市保育士等研修事業の受託者が行う特別支援保育研修を受講していなく，受講する予定もない。  Ｄ　④に該当する。 ０点

 ⑤　法人が運営する保育所又は認定こども園で特別支援保育事業を実施している。  Ｅ（加点）　⑤に該当する。 ＋５点

 ①　適切な保育内容に配慮されており，積極的な取組がある。  Ａ　①に該当する。 １０点

 ②　適切な保育内容に配慮されている。  Ｂ　②に該当する。 ５点

 ③　適切な保育内容に配慮されているが，やや積極性に欠ける。  Ｃ　③に該当する。 ３点

 ④　児童，保護者への対応に不適切な部分がある。  Ｄ　④に該当する。 ０点

 ⑤　前年度施設型給付費等に係る療育支援加算が認定されている。  Ｅ（加点）　⑤に該当する。 ＋５点

 ①　法人が運営する保育所及び認定こども園について，文書又は口頭による指摘事項がない。  Ａ　①に該当する。 １０点

 ②　法人が運営する保育所及び認定こども園について，口頭による指摘事項があるが，改善されている。  Ｂ　②に該当する。 ５点

 ③　法人が運営する保育所及び認定こども園について，文書又は口頭による指摘事項はあるが，改善されている。  Ｃ　③に該当する。 ３点

 ④　法人が運営する保育所及び認定こども園に関する指摘事項について，改善の目途が立っていない。  Ｄ　④に該当する。 ０点

特別支援保育事業審査基準（新）

審査項目

１
　
地
域
性

⑴

地域において特別保
育の需要が多く，対象
児童数の増加が見ら
れること。

⑵

地域において必要な
需要があるにもかかわ
らず，特別保育を実施
している保育所数が不
足していること。

４
　
法
人
評
価

過去３年の監査指摘
状況で重大な問題が
ないこと。

２
　
施
設
等
整
備
状
況

⑴
特別保育を実施するた
めの施設整備がなさ
れていること。

⑵

特別保育を実施する
に必要な研修など，人
的保育体制の向上が
図られていること。

３
　
保
育
内
容

特別保育事業を実施
するに当たり，適切な
保育内容に配慮し，積
極的な取組がなされて
いること。


